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平成 21年 12 月期 第２四半期 マイルストーン開示について 

（当社事業計画の進捗状況について） 

 

平成 21年 7 月 30日 

上場会社名 テラ株式会社     （コード番号：２１９１  ＮＥＯ） 

（ＵＲＬ http://www.tella.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長      矢崎 雄一郎  

              取締役管理本部長     山本 龍平         ＴＥＬ：（03 ）5312－0417   
 
 平成 21年 3月 26日発表のマイルストーン開示に係る事業計画の第２四半期末時点における進捗およ
び今後の見通しについて、以下の通りお知らせいたします。 

 
１．第２四半期末時点における今期事業計画の達成状況 

              （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21年 12月期 第２四半期 461 134 105 59 

通期計画に対する進捗率 51.0% 71.3% 69.6% 69.5% 

平成 20年 12月期 実績 546 109 107 59 

平成 21年 12月期 通期（予想） 904 188 151 85 

 
 

【今期事業計画の達成状況に関する定性的情報等】 

 

 （１）第２四半期の総括 

当社はがんワクチン療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法※１」の研究開発、「アイマックス

がん治療」の普及を進めることで、安定的な成長を継続するべく、前事業年度に引き続き、全国の

医療機関に対する営業開拓活動や契約医療機関の医療の質を高めるための包括的な支援、セミナー

等を通じた患者に対する情報提供活動を行ってまいりました。 

全国の医療機関に対する営業開拓活動については、平成 21年 5月 8日に医療法人社団 医創会（福

岡県）と提携契約の締結を行い、当社技術・ノウハウの提供開始に向けて準備を進めております。

これにより、当社の契約医療機関数は 13（平成 21年 6 月末）となりました。 

また、平成 21年 3月に新横浜かとうクリニック（関東地区）と提携契約の改定を行い※、同クリ

ニックが提携医療機関から基盤提携医療機関になっております。 
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契約医療機関の医療の質を高めるための包括的な支援により、前事業年度後半より提携契約を締

結しました医療機関につき、平成 21 年 4 月に「新横浜かとうクリニック」、平成 21 年 5 月「医療

法人社団 博心厚生会 仙台駅前アエルクリニック」、平成 21 年 6月「独立行政法人国立病院機構 鹿

児島医療センター」の各医療機関が樹状細胞ワクチン療法を中心とする当社独自のがん治療技術 

・ノウハウ「アイマックスがん治療（免疫最大化がん治療：Immune maximizing therapy for cancer)

の提供を開始し着実な進展がありました。その結果、各契約医療機関での集患が順調に推移したこ

とから、当第２四半期会計期間の樹状細胞ワクチン療法の症例数が約 320となり、当社設立以降の

累計で 1,400を超えました。 

 

患者に対する情報提供活動については、各医療機関の協力を得て、北海道、東京都、神奈川県、

愛知県、京都府、愛知県等で患者向けセミナーを開催し、当社技術・ノウハウの認知度・理解度の

向上に努めました。 

以上の結果、当第２四半期会計期間の営業収入は 256 百万円、営業利益は 89 百万円、経常利益

は 88 百万円となり、また、四半期純利益は 50百万円となりました。 

 

  ※新横浜かとうクリニックについては、平成 20 年７月に提携契約を締結し、活性化リンパ球療法の技術・ノウハウのみを

提供しておりましたが、平成 21年 3月に従来の提携契約を改定し、樹状細胞ワクチン療法の技術・ノウハウ提供も併せ

て開始することとなりました。 

 

（２）当第２四半期末時点における今期事業計画の達成状況 

  ①契約医療機関数 

     当社の営業収入は、当社契約医療機関で実施される症例件数の増加に応じて伸長するものであ

ることから、営業収入の増加を図るために、基盤提携医療機関及び提携医療機関の増加を図って

まいります。 

    当第２四半期末時点において、平成 21年 5月 8日に医療法人社団 医創会（福岡県）と新たに

提携契約を締結いたしました。また、平成 21 年 4 月に「新横浜かとうクリニック」、平成 21 年

5 月「医療法人社団 博心厚生会 仙台駅前アエルクリニック」、平成 21年 6月「独立行政法人国

立病院機構 鹿児島医療センター」の各医療機関が前倒し及び予定通りに治療を開始いたしまし

た。  
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   ※平成 21年 12月期計画のカッコ内の月は、事業計画で予定されている治療開始月 

【契約医療機関数】                           （単位：医療機関）     

 基盤提携 

医療機関 

提携 

医療機関 

連携 

医療機関 
合計 

平成 20年 12月期(実績) 5 5 1 11 

平成 21年 12月期 第２四半期 7 5 1 13 

平成 21年 12月期(計画) 7 6 1 14 

（注）契約医療機関数は契約時にカウントすることに統一し、平成 20 年 10 月に提携契約を締結した医療法人社団 博心厚生

会（東北地区）を平成 20年 12月期（実績）の提携医療機関に含めたことから、平成 21年 3月 26日付で開示した「マ

イルストーン開示に係る事業計画」の数値を変更しております。 

 

 

平成 21年 12月期 第２四半期 平成 21年 12月期計画 

・提携契約を締結済み 

・4月 17日に同院において、事業計画より前倒し 

 で治療を開始 

新横浜かとうクリニック 

関東地区 基盤提携（10月） 

人口が多い神奈川エリアの開拓 

・提携契約を締結済み 

・5月 8日に同院において、事業計画どおりに 

 治療を開始 

医療法人社団 博心厚生会 

東北地区 提携（5月） 

・提携契約を締結済み 

・同院における治療開始に向け、内装工事、教育 

 等を実施中 

医療法人社団 医創会 

九州地区（福岡県） 基盤提携（7月） 

・提携契約を締結済み 

・6月 8日に同院において、事業計画より前倒し 

 で治療を開始 

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 

九州地区（鹿児島県） 提携（8月） 

国立機関である医療センターへの導入 
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（注）実際の治療の実施については契約医療機関の医師の判断によるものでありますので、契約医療機関の増加が、 

当社の収益に直ちに寄与しないことが考えられます。 

 

②医療事業部の人員数 

    契約医療機関の拡大を進めるにあたっては、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療

の実施体制整備をサポートする医療事業部の人員増強がポイントとなることから、同事業部の人

員を増強していく方針となっております。 

当第２四半期末時点における医療事業部の人員数は 12 名となっており、平成 20 年 12 月期実

績から４名の増員を実現しております。第２四半期以降も本年度の目標人員数である 14 名への

増強実現に向けて、優秀な人材の確保に努めてまいります。 

 

平成 20年 12月期 実績 平成 21年 12月期 第２四半期 平成 21年 12月期 計画 

8 名 12 名 14 名 

 

（３）研究開発状況 

     当社は、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の技術・ノウハウについて、これら療

法の質をさらに高めること及び新たな収益基盤の確保を目的として、「がん」「細胞治療」「免疫療法」

の研究開発テーマを設定し「がんワクチン」「樹状細胞」「再生医療」等をキーワードに、①がん治

療技術、②再生医療、③がん診断技術について、研究開発・事業化の検討を行っております。 

 

①がん治療技術 

   a)新規がん抗原の樹状細胞ワクチン療法への応用・開発 

   b)WT１ペプチド※２を用いた、活性化リンパ球療法※３の研究開発 

②再生医療 

   ヒト胎盤由来細胞を用いた皮膚・血管の再生医療 

③がん診断技術 

   がんに特異的に結合するモノクローナル抗体※４を用いた、がん診断技術の開発 
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      平成 21年度の研究開発計画と当第２四半期における取組状況は、以下の通りとなっております。

第３四半期以降も本年度の研究開発計画の実現に向けて、取り進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

テーマ 
平成 21年 12月期 第２四半期 平成 21年 12月期計画 

新規がん抗

原の樹状細

胞ワクチン

療法への応

用・開発 

・第 1四半期では、新規がん抗原をパルスする

高品質な樹状細胞が得られた。第 2四半期で

は当該樹状細胞が機能的であることを確認

するために、細胞傷害性 T細胞の誘導能を指

標にし検討を行い、当該樹状細胞が表現型お

よび機能的において高品質であることを確

認した。 

 

・平成 23 年度の事業化に向けて、研究計画に

基づいた進捗を得ている。 

・新規がん抗原を用いた、がん抗原特異的細胞障

害性 T細胞の誘導法の確立 

WT１ペプチ

ド を 用 い

た、活性化

リンパ球療

法の開発 

・第 1四半期までに、当該療法の SOP（標準作

業手順書）を完成した。第 2四半期には、ク

ラス II ペプチドを利用するための実験系の

確立を目的として各アッセイシステムの確

立を進めている。 

 

・クラス Iペプチドを用いた活性化リンパ球療

法に続き、クラス II ペプチドを用いた

WT1-CTL 療法の確立に向けて、研究計画に基

づいた進捗を得ている。 

・クラス Iペプチド特異的活性化リンパ球療法の

実用化 

 

・クラス II ペプチドパルスを用いた、WT１特異

的細胞障害性 T細胞の誘導法の確立 

ヒト胎盤由

来細胞を用

いた皮膚・

血管の再生

医療 

・第 1四半期には創傷治療の動物モデルを確立 

 した。第 2四半期には、それに用いる胎盤細 

 胞の有効成分の生成法を各種検討し最適条件 

 を得た。 

 

・平成 23年度の事業化に向けて、研究計画に 

  基づいた進捗を得ている。 

・マウスを用いた皮膚再生の検討 

 

・ヒト胎盤由来細胞の単層培養法※５の確立 

 

 

 

 

がん診断技

術の開発 

・第 1四半期には、がん特異的抗体の大量生成

が可能になった。第 2四半期には、当該抗体

を化学修飾し可視化、もしくはトキシンの付

加を試みている。現在、最適条件を検討して

いる。 

 

・平成 21年度の目標である、当該抗体に対す 

 る科学修飾法※６の確立および臨床における 

 ヒト白血病の検出法の検討に向けて研究中 

 である。 

 

 

 

・当該抗体に対する化学修飾法※６の確立 

 

・臨床におけるヒト白血病の検出法の検討 
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２．当期事業計画の進捗を前提とした業績目標（平成 21年 12月期～平成 23年 12 月期）の達成目標 

 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21年 12月期(計画) 904 188 151 85 

平成 22年 12月期(目標) 1,280 301 301 173 

平成 23年 12月期(目標) 1,674 555 555 324 

 

平成 21年 7 月 30日現在、当社の事業は順調に推移しており、各年度の事業計画に変更はございませ

ん。なお、平成 21 年 12月期 第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成 21年 7 月 27日に 

「平成 21年 12 月期第２四半期累計期間の業績予想修正に関するお知らせ」にて公表しております。 

第３四半期以降につきましても、患者や医療従事者、学会等への情報発信等を積極的に行いながら、

全国の医療機関に対する営業開拓活動を進めてまいります。 

既存の契約医療機関に対しては、当社の研究開発成果に根差す、新しい技術・ノウハウの提供を含め

て、契約医療機関において質の高い医療が提供されるよう、包括的な支援を続けてまいります。 

また、今後見込まれる契約医療機関の増加に対して、当社技術・ノウハウの提供を円滑に進めていく

ために、医療事業部をはじめとする、人員増強を進めることで事業計画の達成に努めてまいります。 
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３．用語解説 

  ※１：樹状細胞ワクチン療法 

     本来、血液中に数少ない樹状細胞（体内に侵入した異物を攻撃する役割を持つリンパ球に対

して、攻撃指令を与える司令塔のような細胞）を体外で大量に培養し、患者のがん組織や人

工的に作製したがんの特徴を持つ物質（がん抗原）の特徴を認識させて体内に戻すことで、

樹状細胞からリンパ球にがんの特徴を伝達し、そのリンパ球ががん細胞のみを狙って攻撃す

る新しいがん免疫療法。いわゆる「がんワクチン」のひとつであり、自己の細胞を用いるた

め、副作用はほとんどないと言われている。 

 

   ※２：WT１ペプチド 

     WT1タンパク質は多くの固形がん及び血液がんで過剰に発現していることが証明されている。

杉山治夫教授（大阪大学大学院医学系研究科）らのグループによって WT1に対する免疫応答

を効率的に誘導できるペプチドが同定された。さらに、同グループの臨床研究によって、多

くの固形がんや血液がんに有効であることが証明され、欧米の学術論文に発表されている。 

 

  ※３：活性化リンパ球療法 

     体の中のリンパ球には T 細胞、B細胞、NK細胞、NKT細胞等いろいろな種類が知られている。

その中で T細胞は抗腫瘍免疫で中心的な役割を有しているリンパ球である。これらリンパ球

を血液から採取して、体外でサイトカインを加えて培養することによって、T細胞が強力に

活性化し、増殖する。また、T 細胞は他のリンパ球をも強く活性化させる。次いでこれら活

性化されたリンパ球を患者の体内に戻すことで、体の免疫力を高め、がんの攻撃を図る治療

法。 

 

※４：モノクローナル抗体 

     抗体は体に入って来た異物（細菌、ウイルス等）に対して生産されるタンパク質であり、異

物の排除に働く免疫防御の一環である。抗体を産生する B細胞をがん化させることで不死の

抗体産生細胞を作成する技術が 1970 年代に開発された。これによって、抗体を大量に試験

管内で生産することができるようになった。この技術によって生産された抗体は単一の B 細

胞に由来することからモノクローナル抗体と呼ばれる。モノクローナル抗体は、抗体医薬、

診断医薬、イメージング等多方面に応用されている。 

 

  ※５：単層培養法 

     細胞をプレート上で培養することで、シート状に広がる細胞層を得る方法。細胞をプレート

上で培養すると、その表面を覆う形で増殖する性質を活かしている。細胞をシートの形状を

壊さずに回収することで、臨床に応用することができる。 

本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価および投資に関
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  ※６：化学修飾法 

     抗体に毒性物質や蛍光物質を結合させる方法。これにより、腫瘍に特異的に結合する抗体を

用いて、腫瘍を特異的に攻撃したり、画像診断によって腫瘍の有無を判断したりすることが

できる。 

 
【参考資料】 

マイルストーン開示に係る事業計画について（平成 21 年 12月期～平成 23年 12月期） 

  ※基礎となる事業計画につきましては、以下に添付しております、平成 21年 3月 26日付発表の 

   「マイルストーン開示に係る事業計画について（平成 21年 12 月期～平成 23年 12月期）」をご 

   参照ください。 

 

以 上 

本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を

目的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する決定は投資者ご自身の判断にお

いて行われるようお願いいたします。 

また、当社は、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味にお

いても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。 

本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含みますがそれに限

られません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化

等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は

影響を受けることが予想され、本開示資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。 
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マイルストーン開示に係る事業計画について 

（平成 21 年 12月期～平成 23年 12 月期） 

 

平成 21年 3 月 26日 

上場会社名 テラ株式会社     （コード番号：２１９１  ＮＥＯ） 

（ＵＲＬ http://www.tella.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長      矢崎 雄一郎  

              取締役管理本部長兼経理財務部長 山本 龍平         ＴＥＬ：（03 ）5312－0417   
 

以下の記載事項は、平成 21 年 2 月 23 日の発表文と同内容です。 
 

１．今後の業績目標（平成 21年 12月期～平成 23年 12 月期） 
（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21年 12月期(計画) 904 188 151 85 

平成 22年 12月期(目標) 1,280 301 301 173 

平成 23年 12月期(目標) 1,674 555 555 324 

（注）平成 21年 12月期は経営計画にもとづき費目毎に予測金額を積み上げた計画値、平成 22年 12 
月期以降は市場環境や企業規模の拡大、契約医療機関の順調な増加等の見通しを加味した推
測値を記載しております。 

 

２．各事業年度の計画達成のための前提条件に係る事項 

（１）マイルストーン開示に係る事業計画策定の背景 

    当社は、「最先端医療をみなさまに～最先端医療サービスを創造し、みなさまの未来に貢献する

こと～」を経営理念として医療支援事業を行っております。 

事業の内容は、がん免疫療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法※１」を中心に、化学療法（が

ん休眠療法※２）、放射線療法（低侵襲放射線療法※３）等を組み合わせることで、効率よくがんを攻

撃することを目指す、当社独自のがん治療技術・ノウハウ「アイマックスがん治療(免疫最大化が

ん治療：Immune maximizing therapy for cancer)」を契約医療機関に提供しております。 

   この医療支援事業は、契約医療機関の増加と症例数の伸びにより、平成 19 年 12 月期よりすでに

黒字化しております。今後も人口の多い大都市圏や大学病院等のブランド力のある医療機関への技

術・ノウハウの導入を進めることで、さらに本事業による収益を伸ばしてまいります。 

 

  【医療機関に提供するサービスの概要】 

樹状細胞ワクチン療法を中心とするアイマックスがん治療を行うには、高度な技術・ノウハウ、 

専門技術者の確保・育成、専用施設・機器等が必要であり、医療機関が独力でこれらすべてを準備

し、導入することは困難です。 

当社は、大学等研究機関との研究成果を活かして、医療機関がアイマックスがん治療を患者に提

供するために、以下のサービスを包括的に提供し、対価を受け取っております。 

   本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 

 

 

http://www.tella.jp/�
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①細胞培養体制整備支援サービス 

a)細胞培養施設の設置に関する支援 

     樹状細胞の培養を行うためには、医薬品の製造施設と同等レベルの空気清浄度を維持する専

用の細胞培養施設（CPC：Cell Processing Center）が必要となります。当該施設の設計、運

用には独自のノウハウが必要となりますが、当社はこのノウハウをもとに、高品質の樹状細胞

を安定的に培養するための施設の設置支援を行っております。 

 

b)培養方法に関する教育指導 

     医療機関が樹状細胞ワクチン療法を中心とするアイマックスがん治療を患者に提供するに

あたり、培養される樹状細胞の品質が重要となります。当社では、培養技術者が安定的に質の

高い樹状細胞を培養できるよう、培養方法の教育指導をしております。 

 

c)標準作業手順書の貸与 

     当社では、樹状細胞をはじめとする高品質の免疫細胞を安定的に培養するため、培養ノウハ

ウを標準作業手順書（SOP：Standard Operating Procedures）に落とし込み、医療機関に貸与

しております。当該手順書は、培養技術・ノウハウの改良が行われる毎に内容を更新しており

ます。 

 

d)培養管理システム導入の支援 

     樹状細胞の培養工程は多岐に亘る、複雑なものとなっております。当社では、当該培養工程

を正確且つ効率的に管理し、高品質な樹状細胞を培養するための培養管理システムを導入する

支援を行っております。 

 

e)細胞品質管理支援サービス 

     アイマックスがん治療の臨床効果を高めるには、その中心となる樹状細胞ワクチン療法にお

いて用いる、樹状細胞の品質管理が重要です。 

この点、当社は契約医療機関で培養された樹状細胞ワクチン療法に用いられる細胞について、

その品質の解析を行い、契約医療機関に報告をしております。このように、培養された細胞の

品質報告と細胞測定装置による解析を行う体制を整えることで、契約医療機関において安定的

に高品質な樹状細胞が培養されるよう支援しております。 

 

②運営体制整備支援サービス 

a)治療実施体制整備の支援 

     アイマックスがん治療を行うに際しては、医療相談から細胞培養、投与に至る治療の一連の

流れに対して、医師、看護師、培養技術者等、多くの専門家が関わるため、治療実施体制が複

雑なものになります。当社では、独自のノウハウを提供することで、医療機関が治療実施体制

の整備をスムーズに行えるように支援を行っております。 

 

 

 
  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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b)業務に関わる文書の貸与 

     アイマックスがん治療に関する説明文書等、業務に関わる文書の貸与を行っております。 

 

c)治療評価方法の体制整備に関する支援 

     治療評価は、医師による患者の治療計画の立案だけでなく、アイマックスがん治療の継続的

な改善及び当該治療のレピュテーションの向上に必要であることから、全ての契約医療機関で

統一した評価体制をとれるよう支援しております。 

 

③がん組織の保管に関する技術・ノウハウの提供 

    樹状細胞ワクチン療法に必要な抗原の一つである、自己がん組織の利用可能性を高め、同療法

を実施できる患者を増やすために、契約医療機関に対して、患者の自己がん組織を超低温下にお

いて保存するサービス、「プライベートがんバンク」の技術・ノウハウを提供しております。 

 

④協力医療機関の紹介 

    アイマックスがん治療を行う際に、それを構成する全ての治療を契約医療機関のみで行うこと

ができない場面もあることから、当社が治療に協力してくれる医療機関を開拓し、契約医療機関

に紹介しております。 

 

⑤集患支援サービス 

    アイマックスがん治療は新しく、まだ広く認知が進んでいない技術・ノウハウであるため、普

及を進め、より多くの患者に提供していくためには、その内容等を認知・理解してもらう必要が

あります。 

そのため、当社では、これまで蓄積してきた情報発信ノウハウを契約医療機関に提供すること

で、当該医療機関の集患を支援しております。 

  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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  【契約医療機関の種類】 

当社がサービスを提供する契約医療機関は、契約形態によって、①基盤提携医療機関、②提携医

療機関、③連携医療機関の３種類に分類されます。 

 

①基盤提携医療機関 

当社が、医療機関に対してアイマックスがん治療を行うための設備の賃貸、技術・ノウハウ

の提供、マーケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供、権利使用許諾を行い、その対

価として、施設使用料、技術・ノウハウ料、権利使用料を治療数に応じて受け取っております。

新規設立医療機関の場合は設立支援から設備導入等を行い、既存医療機関の場合は設備導入等

を行っております。 

 

②提携医療機関 

当社が、医療機関に対してアイマックスがん治療を行うための技術・ノウハウの提供、マー

ケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供、権利使用許諾を行い、その対価として、技

術・ノウハウ料、権利使用料を治療数に応じて受け取っております。当社が設備導入を行わな

いことから、当社への施設使用料が発生しない点が、基盤提携医療機関と異なります。 

 

③連携医療機関 

        基盤提携医療機関の医療相談外来を設置した医療機関です。当社が、医療機関に対してマー

ケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供や院内における医療従事者間の調整等の支援

を行い、その対価として当該基盤提携医療機関における治療数に応じてコンサルティング料を

受け取っております。 

 

（２）マイルストーン開示に係る事業計画の概要 

当社の営業収入は、当社契約医療機関で実施される症例件数の増加に応じて伸長するものであり

ますので、営業収入の増加を図るためには、契約医療機関の拡大が必要であります。マイルストー

ン開示に係る事業計画を達成するために、当社としては以下の通り基盤契約医療機関及び提携医療

機関の拡大を図ってまいります。 

       

【各年度の開拓計画】 

①平成 21年 

・東北地区 提携     （5月）：東北地区初の提供場所として開拓 

・九州地区 基盤提携 （7月）：九州地区初の提供場所として開拓 

・九州地区 提携     （8月）：国立機関である医療センターへの導入 

・関東地区 基盤提携 （10 月）：人口が多い神奈川エリアの開拓 

 

②平成 22年 

・関西地区 基盤提携（7月）：人口の多い関西地区のカバー範囲を増やすべく開拓 

 

 
  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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③平成 23年 

・関東地区 基盤提携 （1 月）：埼玉、茨城、群馬等からのアクセスを考慮し開拓 

・関東地区 提携   （4 月）：人口の多い関東地区をさらにカバーするべく開拓 

・四国地区 基盤提携 （7 月）：四国地区初の提供場所として開拓 

・東海地区 提携   （8 月）：名古屋でカバーできない、東海地区をカバーするべく開拓 

 

【契約医療機関数】                           （単位：医療機関）     

 基盤提携 

医療機関 

提携 

医療機関 

連携 

医療機関 
合計 

平成 20年 12月期(実績) 5 4 1 10 

平成 21年 12月期(計画) 7 6 1 14 

平成 22年 12月期(目標) 8 6 1 15 

平成 23年 12月期(目標) 10 8 1 19 

   

 

（注）実際の治療の実施については契約医療機関の医師の判断によるものでありますので、契約医療

機関の増加が、当社の収益に直ちに寄与しないことが考えられます。 

  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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（３）マイルストーン開示に係る事業計画達成のための基本方針 

   当社が事業展開を行う、がん免疫療法市場は、今後認知度の向上等とともに安定的に成長するこ

とが見込まれております。当社はこのような市場環境の中、マイルストーン開示に係る事業計画達

成のため、以下の基本方針を策定しております。 

   ①学会発表や患者向けセミナー、インターネットによる情報発信等を通じて、当社技術・ノウハ

ウに関する積極的な情報発信に取り組むことで、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん

治療に対する認知度・理解度の向上を図ってまいります。 

   ②契約医療機関において質の高い医療が提供されるよう、研究開発活動に力を入れることによっ

て、当社技術・ノウハウの質の向上を図ってまいります。 

   ③当社技術・ノウハウの導入をサポートする医療事業部員、当社技術・ノウハウの質を向上させ

る研究開発部員、内部管理体制を整える管理部門社員等、人材が事業の発展を左右するとの考

え方の下、優秀な人材の確保に努め、人材育成のための積極的な投資を行ってまいります。 

 

（４）マイルストーン開示に係る事業計画達成のための組織体制、財務政策、今後の展望 

   契約医療機関の拡大を進めるにあたっては、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の

実施体制整備をサポートする医療事業部の人員増強がポイントとなることから、同事業部の人員を

以下の通り増強していく方針です。 

 

医療事業部の人員数推移 

平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

8 名 14 名 16 名 16 名 

 

   会社全体として、現在当社は従業員数に応じた内部管理体制となっておりますが、今後の事業展

開に必要な人員の計画的採用を行い各部門の強化及び充実を図る予定です。 

また、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療は保険診療が認められていない自由診療

の療法でありますので、医師及び医療機関関係者の方に、同療法を正しく理解頂く必要があると考

えております。当社は、平成 20 年 10月に発表を行った日本癌治療学会総会等の学会を通じて、こ

れまでの契約医療機関における症例実績やその過程で蓄積してきた技術・ノウハウに関する情報等

を提供することにより正しい理解を得て、契約医療機関の拡大に努める方針です。 

財政面につきましては、公募増資調達資金と営業活動で獲得した資金にて、契約医療機関の増加

及び研究開発活動を行う予定でありますが、今後、手許資金で賄えない資金需要が生じた際には、

銀行借入や増資によって賄う予定であります。 

  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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３．研究開発方針 

当社は、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の技術・ノウハウについて、これら療法

の質をさらに高めること及び新たな収益基盤の確保を目的として、「がん」、「細胞治療」「免疫療法」、

「がんワクチン」「樹状細胞」、「再生医療」等をキーワードに、①がん治療技術、②再生医療、③が

ん診断技術について、研究開発・事業化の検討を行ってまいります。 

①がん治療技術 

   a)新規がん抗原の樹状細胞ワクチン療法への応用・開発 

   b)WT１ペプチド※４を用いた、活性化リンパ球療法※５の研究開発 

②再生医療 

   ヒト胎盤由来細胞を用いた皮膚・血管の再生医療 

③がん診断技術 

   がんに特異的に結合するモノクローナル抗体※６を用いた、がん診断技術の開発 

研究開発

テーマ 
平成 21年 12月期計画 平成 22年 12月期目標 平成 23年 12月期目標 

新規がん抗

原の樹状細

胞ワクチン

療法への応

用・開発 

・新規がん抗原を用いた、がん

抗原特異的細胞障害性 T細胞

の誘導法の確立 

・臨床研究による、新規がん抗

原の安全性と有効性の証明 

・臨床研究による新規がん抗原の

安全性と有効性の証明 

 

・新規がん抗原の樹状細胞ワクチ

ン療法への応用の実用化 

WT１ペプチ

ド を 用 い

た、活性化

リンパ球療

法の開発 

・クラス Iペプチド特異的活性

化リンパ球療法の実用化 

 

・クラス II ペプチドパルスを

用いた、WT１特異的細胞障害

性 T細胞の誘導法の確立 

・臨床研究による、クラス II

ペプチドワクチン療法の安

全性と有効性の証明 

・クラス II ペプチドパルスを用

いた、WT1 特異的細胞障害性 T

細胞の改良 

 

・クラス II ペプチド特異的活性

化リンパ球療法の実用化 

ヒト胎盤由

来細胞を用

いた皮膚・

血管の再生

医療 

・マウスを用いた皮膚再生の検

討 

 

・ヒト胎盤由来細胞の単層培養

法※７の確立 

・マウスを用いた皮膚再生の検

討 

 

・臨床研究による、ヒト胎盤由

来細胞の安全性と有効性の証

明 

・ヒト臨床応用の為の改良 

 

・創傷及び美容における実用化 

がん診断技

術の開発 

・当該抗体に対する化学修飾法
※８の確立 

 

・臨床におけるヒト白血病の検

出法の検討 

・マウスを用いた、インビボイ

メージング※９の確立 

 

・ヒト白血病の検出法の確立と

実用化 

・インビボイメージング※９の応

用による、ヒト腫瘍の検出法の

検討 

  本開示資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。当社株式についての募集・売出に関しては、 

別途用意している目論見書等をご覧下さい。また本資料最終頁末尾の留意事項を必ずご参照下さい。 
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４．用語解説 

  ※１：樹状細胞ワクチン療法 

     本来、血液中に数少ない樹状細胞（体内に侵入した異物を攻撃する役割を持つリンパ球に対

して、攻撃指令を与える司令塔のような細胞）を体外で大量に培養し、患者のがん組織や人

工的に作製したがんの特徴を持つ物質（がん抗原）の特徴を認識させて体内に戻すことで、

樹状細胞からリンパ球にがんの特徴を伝達し、そのリンパ球ががん細胞のみを狙って攻撃す

る新しいがん免疫療法。いわゆる「がんワクチン」のひとつであり、自己の細胞を用いるた

め、副作用はほとんどないと言われている。 

 

   ※２：がん休眠療法 

      低用量の抗がん剤を継続的に投与することで、患者の免疫力を低下させずに、がんの増殖を

抑制する療法。「制御性 T細胞（がんを攻撃する免疫を抑えてしまう悪玉免疫細胞）」の増殖

を抑える働きも認められている。 

 

  ※３：低侵襲放射線療法 

     IMRT（強度変調放射線治療：専用のコンピュータを用いて、複数のビームを組み合わせて放

射線に強弱をつけることで、高い精度でがんの部分だけに集中して照射する方法）専用の放

射線装置を用いることで、がん細胞のみを攻撃する放射線療法。がん細胞の周囲にある正常

細胞を傷つけることが少ないため、体への負担が少なく（低侵襲）、免疫力を下げない療法

と言われている。 

 

  ※４：WT１ペプチド 

     WT1タンパク質は多くの固形がん及び血液がんで過剰に発現していることが証明されている。

杉山治夫教授（大阪大学大学院医学系研究科）らのグループによって WT1に対する免疫応答

を効率的に誘導できるペプチドが同定された。さらに、同グループの臨床研究によって、多

くの固形がんや血液がんに有効であることが証明され、欧米の学術論文に発表されている。 

 

  ※５：活性化リンパ球療法 

     体の中のリンパ球には T 細胞、B細胞、NK細胞、NKT細胞等いろいろな種類が知られている。

その中で T細胞は抗腫瘍免疫で中心的な役割を有しているリンパ球である。これらリンパ球

を血液から採取して、体外でサイトカインを加えて培養することによって、T細胞が強力に

活性化し、増殖する。また、T 細胞は他のリンパ球をも強く活性化させる。次いでこれら活

性化されたリンパ球を患者の体内に戻すことで、体の免疫力を高め、がんの攻撃を図る治療

法。 
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  ※６：モノクローナル抗体 

     抗体は体に入って来た異物（細菌、ウイルス等）に対して生産されるタンパク質であり、異

物の排除に働く免疫防御の一環である。抗体を産生する B細胞をがん化させることで不死の

抗体産生細胞を作成する技術が 1970 年代に開発された。これによって、抗体を大量に試験

管内で生産することができるようになった。この技術によって生産された抗体は単一の B 細

胞に由来することからモノクローナル抗体と呼ばれる。モノクローナル抗体は、抗体医薬、

診断医薬、イメージング等多方面に応用されている。 

 

  ※７：単層培養法 

     細胞をプレート上で培養することで、シート状に広がる細胞層を得る方法。細胞をプレート

上で培養すると、その表面を覆う形で増殖する性質を活かしている。細胞をシートの形状を

壊さずに回収することで、臨床に応用することができる。 

 

  ※８：化学修飾法 

     抗体に毒性物質や蛍光物質を結合させる方法。これにより、腫瘍に特異的に結合する抗体を

用いて、腫瘍を特異的に攻撃したり、画像診断によって腫瘍の有無を判断したりすることが

できる。 

 

  ※９：インビボイメージング 

     画像診断等により、生体内（インビボ）でターゲットを可視化すること。 

以 上 
 

 本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を

目的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する決定は投資者ご自身の判断にお

いて行われるようお願いいたします。 

なお、当社株式についての募集・売出に関しては、それらにかかる別途用意しております目論見書等をご覧く

ださい。 

また、当社は、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味にお

いても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。 

本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含みますがそれに限

られません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化

等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は

影響を受けることが予想され、本開示資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。 

 

 


